
【公表】健全化判断比率・資金不足比率 令和８年度こども園新規入園申込書類を配布します

令和８年度学童保育所入所申込受付を行います

乳幼児とのふれあい体験会を開催します

お口の体力測定会を開催します

問 子ども教育課（保健センター）　☎0475（32）2117

問 企画財政課　☎0475（32）4743

問 子ども教育課（保健センター）　☎0475（32）2117

令和8年度（途中入園希望者も含む）から新しくこども園に入園を希望するお子さまの申込書類を以下のとおり配
布します。
配布日時 10月14日（火）～11月14日（金）（土日祝日を除く）
配布場所 子ども教育課（保健センター内）及び各こども園
 書類は村ホームページからもダウンロード可能です｡
受　　付 11月中を予定しています。詳細は、広報11月号及び村ホームページでご案内します。
※現在こども園に入園しているお子さまの継続利用の申し込みは、
　12月上旬にこども園から書類を配布する予定です。

令和8年度（夏休みなど学校が長期休暇となる場合のみの利用者も含む）学童保育所入所申し込みに必要な書類
を10月14日（火）から子ども教育課（保健センター内）及び各学童保育所で配布しますので、必ず期間内にお申し
込みください。書類は村ホームページからもダウンロード可能です。

入所資格　村内に在住する小学校1年生から6年生までの児童で、昼間常に保護者（親またはこれに代わる者を含む）
が就労などにより不在のため保育できない家庭の児童

受付日時　10月14日（火）～11月28日（金）（土日祝日を除く）　午前8時30分～午後5時15分
受付場所　子ども教育課（保健センター内）

問 健康推進課（保健センター）　☎0475（32）6800

中学生以上の若年層に結婚や子育てをイメージしてもらい、一人でも多くの人に関心を持ってもらえるよう、乳幼
児のいる家族とのふれあい体験会を開催します。

と　き 11月30日（日）午前10時～正午 ところ　保健センター
対　象　中学生以上20代まで 定　員　先着30人程度
申込み　11月7日（金）までに健康推進課へ電話にてお申し込みください。

問 福祉課 地域包括支援センター（福祉センター）　☎0475（32）6865

口腔機能（噛む、話す、飲み込む）の衰えは、全身の衰えを引き起こす要因となります。
お口の状態で、このようなことはありませんか。
　・ 食べこぼしやむせが恥ずかしくて人前で食べにくい
　・ 好きな物が食べられないから、食欲がわかない
　・ しゃべりづらくて人と話すのをためらってしまう
自分の口腔機能を知るために体力測定を受けませんか。測定結果をもとに歯科衛生士より口腔機能の維持改善
やお手入れの方法を学び、健康づくりに活かしていきましょう。
と　　き 11月17日（月）午後1時30分～午後3時30分 ところ　保健センター2階　多目的ホール
測定内容 そしゃくテスト、飲み込みテスト、発音テストなど 対　象　村内在住の65歳以上の人
定　　員　20人
申 込 み 10月20日（月）から11月5日（水）までに地域包括支援センターへ電話または窓口にて
 お申し込みください。　※送迎の必要な人で送迎を希望する場合は、申し込み時にご相談ください。

長生村の令和6年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について「地方公共団体の財政の健全化に
関する法律」の規定により、次のとおり公表します。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する各比率を算定し公表するものです。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は、早期健全化計画を策定し、自主的な改善努
力により財政健全化を図ることになり、財政再生基準以上となった場合は、財政再生計画を策定し、国などの関
与による確実な再生を図ることとなります。
令和6年度については、下表のとおり全て基準値を下回りました。今後も健全な財政運営に努めてまいります。
なお、詳細は、村ホームページまたは企画財政課窓口にて公表しています。

問生涯学習課（交流センター）　☎0475（32）3770
10月8日は国勢調査の提出期限です

問 企画財政課　☎0475（32）4743

提出方法 ①インターネットでの回答
 ②同封の封筒に入れて郵送
 ③調査員に回収を依頼　

④【将来負担比率】
　村が抱える負債の残高から将来
　財政への圧迫度をみる比率

③【実質公債費比率】
　借入金の返金額などの大きさから
　資金繰りの危険度をみる比率

②【連結実質赤字比率】
　すべての会計の赤字から財政運
　営の深刻度をみる比率

①【実質赤字比率】
　普通会計の赤字から財政運営の
　深刻度をみる比率

指標の名称 令和6年度 (対前年度) 早期健全化基準 財政再生基準

※①、②の指標とも赤字額などがないため「－」(該当なし)で表示してあります。

令和6年度 経営健全化基準会計の名称

※下水道事業会計は資金不足額がないため「－」(該当なし)で表示してあります。

(対前年度)指標の名称

【資金不足比率】
公営企業会計の資金不足額
を基に経営状況を示す比率

ーー 20.0以上下水道事業会計

令和6年度 健全化判断比率

令和6年度 資金不足比率

ー

ー

10.1

58.0

ー

ー

0.4

24.0

15.00以上

20.00以上

25.0以上

20.00以上

30.00以上

35.0以上

350.0以上

(単位：％）

(単位：％）

現在、5年に一度の国勢調査が村内全域で実施されています。
調査票は、10月1日（水）の状況をもとに回答し、10月1日（水）から10月
8日（水）の間に次の提出方法のいずれかにより提出をお願いします。

※調査員が回収に来ない場合は企画財政課へご連絡ください。
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こどものインフルエンザ予防接種費用を助成します

健康ポイントをためよう

問 健康推進課（保健センター）　☎0475（32）6800

村では、健康ポイント事業を実施しています。特定健診・がん検診などの受診、介護予防教室への参加、健康づくり
に関するイベント・教室への参加で健康ポイントがたまり、たまったポイントは協賛店でサービスが受けられる
「ち～バリュ～カード」や「記念品（クオカード）」と交換することができますので、積極的な参加をお願いします。
※健（検）診について、村で受診した健（検）診に限らず職場や医療機関での健（検）診もポイントの対象です。

対 象 者 18歳以上で村内に住所のある人
実施期間 令和7年4月1日～令和8年3月31日（ポイント付与期間）
参加方法
ステップ１　申請用台紙をもらおう
健康推進課の窓口で、長生村健康ポイント事業申請用台紙を受け取ります。村ホームページからダウンロー
ドすることもできます。

ステップ２　ポイントをためよう
ポイント対象事業に参加したり、健康のために取り組む目標を自分でカードに記載し実行することでポイント
がたまります。
【健康のために取り組む目標例】
・ 一食で片手山盛り一杯分の野菜を食べる
・ 漬物に醤油をかけない
・ 週二日休肝日を設ける

ステップ３　ためたポイントを交換しよう
5ポイントがたまると、「ち～バリュ～カード」、「クオカード1,000円分」と交換することができます。ポイントの
交換は実施期間内で一人１回限りです。（前年度までに申請したことがある人でも、今年度申請することができます）
詳細は、村ホームページまたは健康推進課へお問い合わせください。

対　　象 以下のいずれかに該当する人
 ①生後6か月から中学3年生
 ②中学3年生と同一世帯に属する高校1年生相当以上65歳未満の人
実施期間 10月1日～令和8年1月31日（年末年始などの休診日を除く）
助成回数 生後6か月以上13歳未満：2回／人
 13歳以上65歳未満：1回／人
助 成 額 3,000円／回
 ＊生活保護世帯、要保護・準要保護世帯は全額助成
助成方法 医療機関で定めた接種料金から3,000円を引いた額を対象者が負担します。
 接種料金が助成額（3,000円）以下の場合は対象者の負担はありません。
 ＊ただし、契約医療機関以外で接種した場合は、
   健康推進課の窓口で償還払いの手続きが必要となります。
予 診 票 「こどものインフルエンザ予防接種予診票」を使用します。

※実施案内・予診票等の送付は、対象者へ個別に通知します。

問 健康推進課（保健センター）　☎0475（32）6800

問 健康推進課（保健センター）　☎0475（32）6800

高齢者の予防接種費用の助成を、次のとおり行います。

※予防接種の料金は医療機関ごとに異なりますので、直接医療機関へご確認ください。
※医療機関が混み合う年末年始での接種は、できるだけ避けるようご協力ください。

高齢者の予防接種費用を助成します（インフルエンザ・新型コロナ）

以下のいずれかに該当する人
①65歳以上の人（昭和35年12月31日以前生まれ）
②満60歳以上65歳未満の人であって、心臓、腎
臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活
活動が極度に制限される程度の障害を有する人
（身体障害者手帳１級相当の人）など

医療機関で定めた接種料金から3,000円を引いた額を対象者が負担します。接種料金が助成額(3,000円)
以下の場合は対象者の負担はありません。
※長生郡市契約医療機関・千葉県相互乗り入れ事業実施医療機関など村と契約した医療機関以外での接種は、
　助成対象外です。

予防接種名 高齢者インフルエンザ予防接種 新型コロナウイルス感染症予防接種

対象者

実施期間

助成回数

助成額

助成方法

予診票

実施案内・
予診票などの
送付

実施期間中1回／人 実施期間中1回／人

「新型コロナウイルス感染症予防接種予診票」
を使用します。

生活保護世帯は全額助成
※令和７年度は、国からの助成はありません。

3,000円／回

以下のいずれかに該当する人
①65歳以上の人（昭和36年4月1日以前生まれ）
②満60歳以上65歳未満の人であって、心臓、腎臓ま
たは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が
極度に制限される程度の障害を有する人（身体障害
者手帳1級相当の人）など

10月1日（水）～令和8年1月31日（土）
（年末年始などの休診日を除く）

10月1日（水）～令和8年3月31日（火）
（年末年始などの休診日を除く）

対象者へ個別に通知します。

「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」
を使用します。

生活保護世帯は全額助成

※対象者②の人は、別途申請が必要です。詳しくは健康推進課へお問い合わせください。

3,000円／回
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こどものインフルエンザ予防接種費用を助成します

健康ポイントをためよう
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村では、健康ポイント事業を実施しています。特定健診・がん検診などの受診、介護予防教室への参加、健康づくり
に関するイベント・教室への参加で健康ポイントがたまり、たまったポイントは協賛店でサービスが受けられる
「ち～バリュ～カード」や「記念品（クオカード）」と交換することができますので、積極的な参加をお願いします。
※健（検）診について、村で受診した健（検）診に限らず職場や医療機関での健（検）診もポイントの対象です。

対 象 者 18歳以上で村内に住所のある人
実施期間 令和7年4月1日～令和8年3月31日（ポイント付与期間）
参加方法
ステップ１　申請用台紙をもらおう
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ドすることもできます。
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ステップ３　ためたポイントを交換しよう
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 ②中学3年生と同一世帯に属する高校1年生相当以上65歳未満の人
実施期間 10月1日～令和8年1月31日（年末年始などの休診日を除く）
助成回数 生後6か月以上13歳未満：2回／人
 13歳以上65歳未満：1回／人
助 成 額 3,000円／回
 ＊生活保護世帯、要保護・準要保護世帯は全額助成
助成方法 医療機関で定めた接種料金から3,000円を引いた額を対象者が負担します。
 接種料金が助成額（3,000円）以下の場合は対象者の負担はありません。
 ＊ただし、契約医療機関以外で接種した場合は、
   健康推進課の窓口で償還払いの手続きが必要となります。
予 診 票 「こどものインフルエンザ予防接種予診票」を使用します。
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高齢者の予防接種費用の助成を、次のとおり行います。

※予防接種の料金は医療機関ごとに異なりますので、直接医療機関へご確認ください。
※医療機関が混み合う年末年始での接種は、できるだけ避けるようご協力ください。

高齢者の予防接種費用を助成します（インフルエンザ・新型コロナ）

以下のいずれかに該当する人
①65歳以上の人（昭和35年12月31日以前生まれ）
②満60歳以上65歳未満の人であって、心臓、腎
臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活
活動が極度に制限される程度の障害を有する人
（身体障害者手帳１級相当の人）など

医療機関で定めた接種料金から3,000円を引いた額を対象者が負担します。接種料金が助成額(3,000円)
以下の場合は対象者の負担はありません。
※長生郡市契約医療機関・千葉県相互乗り入れ事業実施医療機関など村と契約した医療機関以外での接種は、
　助成対象外です。

予防接種名 高齢者インフルエンザ予防接種 新型コロナウイルス感染症予防接種

対象者

実施期間

助成回数

助成額

助成方法

予診票

実施案内・
予診票などの
送付

実施期間中1回／人 実施期間中1回／人

「新型コロナウイルス感染症予防接種予診票」
を使用します。

生活保護世帯は全額助成
※令和７年度は、国からの助成はありません。

3,000円／回

以下のいずれかに該当する人
①65歳以上の人（昭和36年4月1日以前生まれ）
②満60歳以上65歳未満の人であって、心臓、腎臓ま
たは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が
極度に制限される程度の障害を有する人（身体障害
者手帳1級相当の人）など

10月1日（水）～令和8年1月31日（土）
（年末年始などの休診日を除く）

10月1日（水）～令和8年3月31日（火）
（年末年始などの休診日を除く）

対象者へ個別に通知します。

「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」
を使用します。

生活保護世帯は全額助成

※対象者②の人は、別途申請が必要です。詳しくは健康推進課へお問い合わせください。

3,000円／回
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暮らしの情報

お知
らせ 第36回腎臓病を考える会を開催します
と　き 11月2日（日）午後1時～午後3時30分
ところ ホテルポートプラザちば 2階 ロイヤル（千葉市中央区千葉港8-5）
定　員 100人
申込み 不要（当日受付） 入場無料
内　容 講演会
　　　 1.「腎臓が弱いと言われたら」
　　　 　 千葉大学大学院 医学研究院 腎臓内科 吉岡友基先生
　　　 2．「腎臓病の食事療法について」
　　　 　 千葉大学医学部附属病院 臨床栄養部 管理栄養士 大平知穂先生
　　　 3. 医療相談会（質疑応答）
問合せ 特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会　☎043（256）4661

お知
らせ 違反建築防止週間
10月15日（水）から10月21日（火）までは、違反建築防止週間です。 
建築基準法は、私たちの生命や健康、財産を守るため、建物などの安全性の確保に
関する、敷地や構造などについてのさまざまな基準を定めています。 
建物を建てる場合は、建築基準法などの法令で定める基準や手続きを守り、適正に工事を進めましょう。ま
た、工事が完了したときは、その建物が法令に基づき安全なものであるか検査を受けましょう。 
なお、新築時は適法でも、その後の改修や用途（使い方）の変更により違反になってしまう場合がありますの
で、改修などの際には事前に建築士などに相談しましょう。 
問合せ 長生土木事務所建築宅地課　☎0475（24）4286

お知
らせ 千葉司法書士会茂原支部 無料法律相談会
と　　き 10月4日（土） 午前10時～正午、午後1時～午後3時
と こ ろ 茂原市総合市民センター 会議室1 （茂原市町保13-20）
相談内容 ・不動産の相続、売買、贈与などの登記に関すること ・会社、法人の登記に関すること
　　　　 ・債務整理、成年後見などの法律に関すること　※予約不要
問 合 せ 千葉司法書士会茂原支部 司法書士 福田真人　☎0475（64）6075

お知
らせ 令和7年分 年末調整説明会のご案内
茂原税務署では年末調整説明会を開催します。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」
の創設が行われ、これらを踏まえた年末調整を行う必要があります。
ぜひご参加のうえ、円滑な年末調整事務の一助にしてください。
①と　き 11月4日（火）
　　　　 午前の部 午前10時～正午
　　　　 午後の部 午後2時～午後4時
　ところ 茂原市役所　市民室
　定　員 各回100人程度
問合せ 茂原税務署源泉所得税担当
　　　 ☎0475（22）2166（音声ガイダンスに従い2番を押してください）

②と　き 11月14日（金） 午後2時～午後4時
　ところ 夷隅文化会館大ホール
 （いすみ市深谷1968-1）
　定　員 100人程度

令和8・9年度入札参加資格審査申請（当初申請）を受け付けています

令和6年度長生村役場二酸化炭素排出量

令和8・9年度に村が発注する建設工事、測量・コンサルタントなどの委託、役務の提供及び物品の購入などの入
札へ参加するには、当該年度の長生村入札参加資格者名簿に登載されている必要があります。
入札に参加を希望する場合（既に令和6・7年度の資格者名簿に登載されていて引き続き入札参加を希望される
場合含む。）は、令和8・9年度入札参加資格審査申請（当初申請）の手続きを行ってください。

受付期間 9月16日（火）～11月17日（月）午後5時まで【必着】
申請方法 「ちば電子調達システム」から電子申請を行い、電子申請の手続き終了後に同システムから
 申請書類を印刷のうえ、必要な添付書類と併せて共同受付窓口へ送付してください。
 ※千葉県において共同受付・処理するため、役場へ直接送付しないようご注意ください
 　（役場で直接書類を受け付けることはできません）。
 【ちば電子調達システム（HP）】 https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/
問合せ・書類提出先（共同受付窓口）
　〒260-0855　千葉市中央区市場町1番1号
　千葉県庁南庁舎2階　千葉県電子自治体共同運営協議会　https://www.e-chiba.org/
　☎043（441）5551（受付時間：平日午前9時～午後5時）

問 税務課　☎0475（32）2113

問 下水環境課　☎0475（32）2494

定額減税補足給付金（不足額給付）の申請期限は10月31日（金）です。
対象者にはお知らせを送付していますので、早めの申請をお願いします。
給付金の内容や申請方法などについては、村ホームページ
または広報8月号をご覧ください。

村では、「長生村地球温暖化対策実行計画」を策定し、地球温暖化対策に取り組んでいます。また、同計画の目標
達成の指標として、村の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出量の測定を行っています。 

定額減税補足給付金（不足額給付）の申請期限について

二酸化炭素排出量
（kg-CO2）年 度

平成25年度
（基準年度） 1,695,089

1,496,014

1,254,366

令和6年度

令和12年度
（目標）

令和6年度の二酸化炭素排出量を公表します。

〔 村ホームページ 〕
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暮らしの情報

お知
らせ 第36回腎臓病を考える会を開催します
と　き 11月2日（日）午後1時～午後3時30分
ところ ホテルポートプラザちば 2階 ロイヤル（千葉市中央区千葉港8-5）
定　員 100人
申込み 不要（当日受付） 入場無料
内　容 講演会
　　　 1.「腎臓が弱いと言われたら」
　　　 　 千葉大学大学院 医学研究院 腎臓内科 吉岡友基先生
　　　 2．「腎臓病の食事療法について」
　　　 　 千葉大学医学部附属病院 臨床栄養部 管理栄養士 大平知穂先生
　　　 3. 医療相談会（質疑応答）
問合せ 特定非営利活動法人千葉県腎臓病協議会　☎043（256）4661

お知
らせ 違反建築防止週間
10月15日（水）から10月21日（火）までは、違反建築防止週間です。 
建築基準法は、私たちの生命や健康、財産を守るため、建物などの安全性の確保に
関する、敷地や構造などについてのさまざまな基準を定めています。 
建物を建てる場合は、建築基準法などの法令で定める基準や手続きを守り、適正に工事を進めましょう。ま
た、工事が完了したときは、その建物が法令に基づき安全なものであるか検査を受けましょう。 
なお、新築時は適法でも、その後の改修や用途（使い方）の変更により違反になってしまう場合がありますの
で、改修などの際には事前に建築士などに相談しましょう。 
問合せ 長生土木事務所建築宅地課　☎0475（24）4286

お知
らせ 千葉司法書士会茂原支部 無料法律相談会
と　　き 10月4日（土） 午前10時～正午、午後1時～午後3時
と こ ろ 茂原市総合市民センター 会議室1 （茂原市町保13-20）
相談内容 ・不動産の相続、売買、贈与などの登記に関すること ・会社、法人の登記に関すること
　　　　 ・債務整理、成年後見などの法律に関すること　※予約不要
問 合 せ 千葉司法書士会茂原支部 司法書士 福田真人　☎0475（64）6075

お知
らせ 令和7年分 年末調整説明会のご案内
茂原税務署では年末調整説明会を開催します。
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」
の創設が行われ、これらを踏まえた年末調整を行う必要があります。
ぜひご参加のうえ、円滑な年末調整事務の一助にしてください。
①と　き 11月4日（火）
　　　　 午前の部 午前10時～正午
　　　　 午後の部 午後2時～午後4時
　ところ 茂原市役所　市民室
　定　員 各回100人程度
問合せ 茂原税務署源泉所得税担当
　　　 ☎0475（22）2166（音声ガイダンスに従い2番を押してください）

②と　き 11月14日（金） 午後2時～午後4時
　ところ 夷隅文化会館大ホール
 （いすみ市深谷1968-1）
　定　員 100人程度

令和8・9年度入札参加資格審査申請（当初申請）を受け付けています

令和6年度長生村役場二酸化炭素排出量

令和8・9年度に村が発注する建設工事、測量・コンサルタントなどの委託、役務の提供及び物品の購入などの入
札へ参加するには、当該年度の長生村入札参加資格者名簿に登載されている必要があります。
入札に参加を希望する場合（既に令和6・7年度の資格者名簿に登載されていて引き続き入札参加を希望される
場合含む。）は、令和8・9年度入札参加資格審査申請（当初申請）の手続きを行ってください。

受付期間 9月16日（火）～11月17日（月）午後5時まで【必着】
申請方法 「ちば電子調達システム」から電子申請を行い、電子申請の手続き終了後に同システムから
 申請書類を印刷のうえ、必要な添付書類と併せて共同受付窓口へ送付してください。
 ※千葉県において共同受付・処理するため、役場へ直接送付しないようご注意ください
 　（役場で直接書類を受け付けることはできません）。
 【ちば電子調達システム（HP）】 https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/
問合せ・書類提出先（共同受付窓口）
　〒260-0855　千葉市中央区市場町1番1号
　千葉県庁南庁舎2階　千葉県電子自治体共同運営協議会　https://www.e-chiba.org/
　☎043（441）5551（受付時間：平日午前9時～午後5時）

問 税務課　☎0475（32）2113

問 下水環境課　☎0475（32）2494

定額減税補足給付金（不足額給付）の申請期限は10月31日（金）です。
対象者にはお知らせを送付していますので、早めの申請をお願いします。
給付金の内容や申請方法などについては、村ホームページ
または広報8月号をご覧ください。

村では、「長生村地球温暖化対策実行計画」を策定し、地球温暖化対策に取り組んでいます。また、同計画の目標
達成の指標として、村の事務及び事業に関する温室効果ガスの排出量の測定を行っています。 

定額減税補足給付金（不足額給付）の申請期限について

二酸化炭素排出量
（kg-CO2）年 度

平成25年度
（基準年度） 1,695,089

1,496,014

1,254,366

令和6年度

令和12年度
（目標）

令和6年度の二酸化炭素排出量を公表します。

〔 村ホームページ 〕
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お知
らせ 一宮幹部交番における窓口業務に係る運用変更について
一宮幹部交番における窓口業務の受付日が、10月1日から月曜日、水曜日、金曜日に変更となりました（祝
日、振替休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除く）。
なお、事件事故や遺失物、拾得物の届出、警察相談などについては、これまでと同様に対応します。また、茂
原警察署の運用に変更はありません。
※火曜日、木曜日は受付しません。
※受付時間（午前9時～午後4時）に変更はありません。
対象業務 運転免許業務（更新、記載変更など）
　　　　 道路使用許可・規制除外車両届出・車庫証明などの申請業務（交通関係）
問合せ 千葉県茂原警察署 交通課庶務係　☎0475（22）0110

お知
らせ 県税事務所などの受付時間を短縮します
10月1日から千葉県内の各県税事務所・支所及び自動車税事務所（支所を除
く）において、試行として、窓口受付時間の短縮を以下のとおり実施します。
〈受付時間〉

試行結果を検証して、令和8年10月からの本格導入を検討します。
電子申請やオンライン手続きなどを充実させ、「窓口に行かなくてもいい県税事務所」を目指
し、利用する人へのサービス向上を図ります。
問合せ 茂原県税事務所 ☎ 0475（22）1721
　　　 千葉県税務課 ☎ 043（223）2128

現在
午前9時～午後5時 ⇒ 10月1日から

午前9時～午後4時

お知
らせ 全国労働衛生週間
令和7年度「全国労働衛生週間」が10月1日（水）から10月7日（火）まで実施
されます。
全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場にお
ける自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康を確保することを目的
に毎年実施されています。今年度のスローガンは、『ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェッ
クで健康職場』です。
労働環境を取り巻く変化に対応し、あらゆる労働者が健康に働き続けるために、職場における健康管理や女
性の健康への対応、治療と仕事の両立支援、高齢労働者が安心して安全に働くことができる職場環境づくり
への一層の推進をお願いします。
問合せ 千葉労働局健康安全課　☎043（221）4312

お知
らせ ご存じですか？労働委員会～雇用のトラブル まず相談～
千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用者の間で生じた解雇・パワハラ・労働条件の不利益変更などの
労働関係のトラブルについて、労働委員会の委員が間に入って、双方の歩み寄りによる
円満な解決を目指す「個別的労使紛争のあっせん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者、使用者どちらからでも申請できます。あっせんを希望され
る人は、お気軽にお問い合わせください。
問合せ・申請先 千葉県労働委員会事務局（千葉県庁南庁舎7階） ☎043（223）3735

お知
らせ 犬のしつけ方教室を実施します
●犬のしつけ方教室基礎講座
　無料・予約必要（先着10人）・犬同伴不可
　犬の正しい飼い方、しつけ方についての教室です。
　①と　き 10月23日（木）、11月27日（木）、12月25日（木）
　　　　　 受付時間 午前9時30分～午前10時
　　　　　 講習時間 午前10時～正午
　　ところ 動物愛護センター本所（富里市御料709-1）
　　内　容 犬の本能と習性・しつけ方法の講義
　　　　　 モデル犬によるデモンストレーション
　②と　き 10月14日（火）、11月11日（火）、12月9日（火）
　　　　　 受付時間 午後1時～午後1時30分
　　　　　 講習時間 午後1時30分～午後3時30分
　　ところ 動物愛護センター東葛飾支所（柏市高柳1018-6）
　　内　容 犬の本能と習性・しつけ方法の講義
●犬のしつけ方教室実技講座
　有料（3,300円）・予約必要（先着5名）・犬同伴可
　①と　き 10月23日（木）、11月27日（木）、12月25日（木）
　　ところ 動物愛護センター本所（富里市御料709-1）
　②と　き 10月22日（水）、11月26日（水）
　　ところ 動物愛護センター東葛飾支所（柏市高柳1018-6）
問合せ・申込み 千葉県動物保護管理協会 ☎043（214）7814

●犬のしつけ方動画配信
犬のしつけ方について知ってもらうた
め、YouTubeを通じて希望者に動画
を配信しています。
千葉県動物愛護センターHPのちば電
子申請システム「犬のし
つけ方教室（基礎講座）
動画配信の申し込み」か
らご応募ください。

●飼い主募集中！！譲渡事業
千葉県動物愛護センターが収容してい
る譲渡対象の成犬及び成猫について、
適正に最後まで飼える人を募集していま
す。平日個別に対応いたしますので、希
望者は事前に来所日時の予約をお願い
します。

●犬と猫との出会いの場
県民が飼っている犬猫の新しい飼い主さんを探してい
ます。
詳細をよくお読みになり申請してくだ
さい。
※マッチングは両者間でメールにて行
います。

各種相談
相談内容

育児相談

人権相談

行政相談

住民法律相談

心配ごと相談
※1. 当日の予約はできません。
※2.開催日と同じ月の最初の開庁日8時30分に役場総務課☎0475（32）2111で受け付けます。

とき
10月07日（火）
10月22日（水）

10月14日（火）

10月08日（水）

10月20日（月）

随時（要予約）※1

　　  相談時間
午前9時～正午、
午後1時～午後3時

午前10時～午後3時
（要予約）※1

午前10時～午後3時
（要予約）※1

午後1時30分～
午後4時30分
（要予約）※2

ところ

一松こども園

福祉センター

福祉センター

福祉センター

福祉センター

連絡先

☎0475（32）1106

☎0475（32）2112

☎0475（32）2111

☎0475（32）2111

☎0475（32）3391
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お知
らせ 一宮幹部交番における窓口業務に係る運用変更について
一宮幹部交番における窓口業務の受付日が、10月1日から月曜日、水曜日、金曜日に変更となりました（祝
日、振替休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除く）。
なお、事件事故や遺失物、拾得物の届出、警察相談などについては、これまでと同様に対応します。また、茂
原警察署の運用に変更はありません。
※火曜日、木曜日は受付しません。
※受付時間（午前9時～午後4時）に変更はありません。
対象業務 運転免許業務（更新、記載変更など）
　　　　 道路使用許可・規制除外車両届出・車庫証明などの申請業務（交通関係）
問合せ 千葉県茂原警察署 交通課庶務係　☎0475（22）0110

お知
らせ 県税事務所などの受付時間を短縮します
10月1日から千葉県内の各県税事務所・支所及び自動車税事務所（支所を除
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犬のしつけ方について知ってもらうた
め、YouTubeを通じて希望者に動画
を配信しています。
千葉県動物愛護センターHPのちば電
子申請システム「犬のし
つけ方教室（基礎講座）
動画配信の申し込み」か
らご応募ください。

●飼い主募集中！！譲渡事業
千葉県動物愛護センターが収容してい
る譲渡対象の成犬及び成猫について、
適正に最後まで飼える人を募集していま
す。平日個別に対応いたしますので、希
望者は事前に来所日時の予約をお願い
します。

●犬と猫との出会いの場
県民が飼っている犬猫の新しい飼い主さんを探してい
ます。
詳細をよくお読みになり申請してくだ
さい。
※マッチングは両者間でメールにて行
います。

各種相談
相談内容

育児相談

人権相談

行政相談

住民法律相談

心配ごと相談
※1. 当日の予約はできません。
※2.開催日と同じ月の最初の開庁日8時30分に役場総務課☎0475（32）2111で受け付けます。

とき
10月07日（火）
10月22日（水）

10月14日（火）

10月08日（水）

10月20日（月）

随時（要予約）※1

　　  相談時間
午前9時～正午、
午後1時～午後3時

午前10時～午後3時
（要予約）※1

午前10時～午後3時
（要予約）※1

午後1時30分～
午後4時30分
（要予約）※2

ところ

一松こども園

福祉センター

福祉センター

福祉センター

福祉センター

連絡先

☎0475（32）1106

☎0475（32）2112

☎0475（32）2111

☎0475（32）2111

☎0475（32）3391
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百日咳が

流行しています。

保健師だより 健康だいいち
杖の使用について包括支援

センター
だ よ り 足の筋力低下や痛みにより歩行が困難になっていませんか。特に病気がなくても年齢

を重ねて筋力や持久力、バランスをとる力が衰えてしまうことがあります。歩行に自信
が無くなると杖の購入を考えてしまいがちですが、まずは身体機能を高める取り組み
（リハビリや体操）を検討してみましょう。それでも難しい人は、地域包括支援センター
にご相談ください。リハビリ専門職の助言につなげ、それぞれの状態にあった杖選び
をご支援します。正しい道具を使用して、健康的な生活を送りましょう。

ながいき学校のお知らせ
地域包括支援センターでは65歳以上の人を対象に、健康寿命を延ばすため、

フレイル予防の教室を月替わりで開催しています。内容をご確認のうえお申し込みください。

教室名 実施日 内　容 申込期間

糖尿病
予防教室

糖尿病予防のために生活習慣を振り返り、あなたの改善点
を一緒に考えてみませんか。改善していくことが介護予防に
つながります。

10月1日（水）
～10月14日（火）

いきいき100歳
体操教室

筋力やバランス力を向上させるため、音楽に合わせて重りを
使った体操を行います。何歳になっても健康に過ごせるため
に体を動かしましょう。

11月4日（火）
～11月14日（金）

12月2日（火）
12月9日（火）

栄養バランス
教室

高齢になると粗食になりタンパク質やエネルギーが不足し
がちです。高齢期こそしっかり栄養を取る必要があります。
栄養士よりバランスの良い食事について学びましょう。

12月1日（月）
～12月12日（金）

令和8年
1月13日（火）
1月20日（火）

11月11日（火）
11月18日（火）

活動時間　午後1時30分～午後3時 ところ　保健センター2階　多目的ホール
対象者　村内在住　65歳以上の人 定　員　20人（定員を超えた場合は抽選となります）
参加費　200円 申込方法　電話または窓口にてお申し込みください。
問合せ 福祉課 地域包括支援センター（福祉センター）　☎0475（32）6865

※送迎が必要な人で、送迎を希望する場合には申し込み時にご相談ください。

担当 小髙

〇感染予防について
● 乳児は、予防接種法に基づく5種混合ワクチンの接種が有効です。
 生後2ヵ月から接種が可能ですので、対象月齢を迎えたら速やかに
予防接種を受けましょう。

● 外出の際のマスクの着用、帰宅後の手洗いや手指消毒など基本的
な感染症対策を心がけましょう。

●こころと体の健康相談　●栄養相談　●子育て相談

ひとりで悩まず、健康推進課へご相談ください。

各種相談 随時受付中

日

28日（火）

内　容
検（健）診

時　間

時間指定

問合せ 健康推進課　☎0475（32）6800

乳児健診
【R6年10月生、R7年3・6月生】

日

14日（火）

内　容
子育て教室

時　間

離乳食教室 9：30～11：30
（受付 9：15～9：30）

の保健センター事業

今年は例年に比べて、百日咳の感染報告が全国的に多くなっています。
百日咳は、特徴のあるひどい咳が続き、治るまでに数ヵ月かかることがあります。
主な感染経路は、患者の咳やくしゃみを介した「飛沫感染」または手指を介した「接触
感染」とされており、免疫のない人が感染した場合は、80％以上が発病すると言わ
れています。以前は、乳幼児の患者がほとんどでしたが、最近では大人の患者も増
加しています。特に乳児の場合、生命にかかわることもあるので注意が必要です。
咳が長引く時は、様子見をせず、早めに医療機関を受診しましょう。
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当番医は変更になる場合があります。※救急患者が優先
　  中央消防署指揮情報係 ☎0475（24）0119

長生村役場

〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1番地77
☎0475（32）2111（代表）
【開庁時間】 午前8時30分～午後5時15分
　　　　　 （土日祝日、12月29日～1月3日を除く）

村の人口

人　口　13，184人（-12）
世帯数　6，109世帯（＋7）

9月1日現在（　）内は前月比

転入37人／転出39人／出生3人／死亡13人

ながく いきいきながく いきいき 千葉県長生村千葉県長生村とと

令和7年10
No.564

月号

Contents
04
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06
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・地震津波避難訓練
・ちょうせい子ども祭り
・ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！公開収録
・長生むら文化祭

・・・
・・・
・・・
・・・

村ホームページ

今月の公共施設休館日

日曜開庁日

村税等の納期限

休日当番医

今月のゴミ収集日

移動交番

夜間急病診療所

こども急病電話相談
千葉県実施

千葉県実施

救急安心電話相談

村体育館・武道館・弓道場・薮塚球技場
　6日（月）、20日（月）　※第1・3月曜日
文化会館・交流センター
　6日（月）、14日（火）、15日（水）、20日（月）、27日（月）

住民票の写しの発行、マイナンバーカードの交付（予約制）、
村税納付などを役場庁舎で実施します。

※口座振替を利用されている人は、残高不足にならないようご注意ください。

村内の開設場所
●文化会館
●交流センター
●尼ケ台総合公園
※日程は県警ホームページへ ▶
　  茂原警察署 移動交番係
　  ☎0475（22）0110

診療科目 内科・小児科
受付時間 午後7時45分～午後10時45分
ところ 茂原市八千代1-5-4
 ☎0475（24）1010
■夜間急病診療テレフォン案内
　午後10時45分～翌午前6時
　☎0475（24）1011

☎局番なしの♯8000 （プッシュ回線・携帯電話）
☎043（242）9939　 （ダイヤル回線）
受付時間　毎日午後7時～翌午前8時

医療機関を受診するか迷ったとき、救急車を
呼ぶか迷ったときにご相談ください。
☎局番なしの♯7119　（プッシュ回線・携帯電話）
☎03（6810）1636　　（ダイヤル回線）
受付時間　
平日・土曜・・・午後6時～翌午前8時
日曜・祝日・年末年始・・・午前9時～翌午前8時

10月26日（日）　午前８時３０分～正午

10月31日（金）■ 村・県民税 第3期
■ 国民健康保険 第4期
■ 介護保険料 第4期
■ 後期高齢者医療保険料 第4期

燃えるゴミの収集日：全コース火、木、土曜日

３コース（一松地区）２コース（高根地区）１コース（八積地区）
燃えないゴミ 1日
粗大ゴミ  15日

資源ゴミ 1日

資源ゴミ 22日
資源ゴミ 8日燃えないゴミ 8日

粗大ゴミ 22日 燃えないゴミ 15日

粗大ゴミ 1日

村税等の納期限　 月

問

長生八積医院
0475（32）3282

鵜澤医院
0475（34）2008
大多和医院

0475（33）6111
よねもと整形外科
0475（40）1065

宍倉病院
0475（24）2171

菅原病院
0475（25）1171
宍倉病院

0475（24）2171
公立長生病院
0475（34）2121

外科系内科系月 日

君塚病院
0475（25）1811

塩田記念病院
0475（35）0099

【iOS】 【Android】

問

スマートフォンからも
広報ちょうせいを閲覧できます。

 10月  5日(日)

10月12日(日)

10月13日(月)

10月19日(日)

10月26日(日)

専用フォームからご回答ください。 ▶▶▶▶▶

広報ちょうせい読者アンケート

より良い紙面づくりのために、
皆さんのご意見・ご感想をお聞かせください。

アンケートの回答方法
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和
7年
10月

１
日

【
発
行
】 長
生
村
 

 　
　
　
 千
葉
県
長
生
郡
長
生
村
本
郷
1-77

【
編
集
】 総
務
課
広
報
広
聴
係
 ☎
０４７５（

32）２１１１

【
印
刷
】 株
式
会
社
エ
ー
ス

　
　
　
  千
葉
県
茂
原
市
小
林
１９７

6-２
　
　
　
  ☎
０４７５（

20）３６００

群
れ
な
す
雲
、
ひ
ろ
が
る
風
。

こ
こ
ろ
も
つ
な
が
る

　
　
　景
色
が
こ
こ
に
。

群
れ
な
す
雲
、
ひ
ろ
が
る
風
。

こ
こ
ろ
も
つ
な
が
る

　
　
　景
色
が
こ
こ
に
。

空
に
広
が
る
ひ
つ
じ
雲
。

寄
り
添
い
重
な
り
合
う
姿
は
、

人
の
心
の
つ
な
が
り
を

映
し
出
す
よ
う
で
す
。

や
わ
ら
か
な
秋
の
日
差
し
に

そ
っ
と
包
ま
れ
て
い
ま
す
。

販売中！販売中！
詳しくはホームページへ

企画財政課 ☎0475（32）4743問

太陽くんグッズ販売

長生村イメー
ジキャラクタ

ー
長生村イメー

ジキャラクタ
ー

【写真タイトル】 秋の入り口 
【 投 稿 者 】 ワンコウ


